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(57)【要約】
　本発明は、向かい合う平型電流導体を有する、電気的
エネルギーを貯蔵および放出するための、複数の平型貯
蔵セルと、貯蔵セルを保持するための複数のフレーム要
素と、セルをフレーム要素と締め付けてスタックを形成
するためのクランプ手段とを有する電気的エネルギー貯
蔵装置に関する。各貯蔵セルは、少なくとも１つの物理
量を測定するための測定要素もしくはセンサ要素を少な
くとも１つ備えており、当該要素には、それぞれ測定デ
ータを伝達するためのケーブルが取り付けられている。
フレーム要素は、測定要素もしくはセンサ要素を受容す
るための第１の凹部と、第１の凹部に接続された第２の
凹部とを有しており、フレーム要素の第２の凹部は全体
として、ケーブルを受容するための、少なくとも１つの
、装置の長さに亘って延在している溝を形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　向かい合う平型電流導体を有する、電気的エネルギーを貯蔵および放出するための、複
数の平型貯蔵セルと、
　貯蔵セルを保持するための複数のフレーム要素と、
　前記セルを前記フレーム要素と締め付けてスタックを形成するためのクランプ手段とを
有する電気的エネルギー貯蔵装置において、
　各貯蔵セルは、少なくとも１つの物理量、特に温度および／または電圧を測定するため
の測定要素もしくはセンサ要素を少なくとも１つ備えており、各測定要素もしくはセンサ
要素には、測定データを伝達するためのケーブルが取り付けられており、前記フレーム要
素は、測定要素もしくはセンサ要素を受容するための第１の凹部と、前記第１の凹部に接
続された第２の凹部とを有しており、前記フレーム要素の前記第２の凹部は全体として、
前記ケーブルを受容するための、少なくとも１つの、装置の長さに亘って延在している溝
を形成することを特徴とする電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項２】
　前記第２の凹部は、前記フレーム要素の径方向外側の縁部に向かって開放されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの溝を密閉するためのシール装置をさらなる特徴とする請求項２に記載
の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項４】
　前記シール装置がクリップを有していることを特徴とする請求項３に記載の電気的エネ
ルギー貯蔵装置。
【請求項５】
　極の位置が交互になっている前記貯蔵セルが前記スタック内に配置されていることを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項６】
　前記測定要素もしくはセンサ要素は、それぞれ、前記貯蔵セルの電流導体の内少なくと
も１つに、好ましくは専ら同じ極性の電流導体に取り付けられていることを特徴とする請
求項５に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項７】
　前記セルが、それぞれその電流導体において、２つのフレーム要素の間で、クランプ手
段を用いて摩擦接続によって締め付けられていることを特徴とする請求項１から６のいず
れか一項に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項８】
　前記クランプ手段は、複数の、好ましくは４つまたは６つのタイロッドを有しており、
前記電流導体および前記フレーム要素内の孔を通って延在していることを特徴とする請求
項７に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項９】
　前記タイロッドは、電気的絶縁性の材料で覆われているか、または切れ目のない絶縁ス
リーブによって包囲されていることを特徴とする請求項８に記載の電気的エネルギー貯蔵
装置。
【請求項１０】
　前記フレーム要素は、ガラスもしくはセラミック材料、またはプラスチックなどの電気
的絶縁材料から形成されているとともに、導電性材料から成る接触要素を有しており、前
記接触要素は、向かい合う押圧面の間に電気的フィードスルーを形成することを特徴とす
る請求項７から９のいずれか一項に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項１１】
　前記接触要素はスリーブであり、前記スリーブを通って前記タイロッドが延在している
ことを特徴とする請求項１０に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
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【請求項１２】
　前記スタックは、２つの伝導性の、好ましくはフレーム状の圧力末端部によって区切ら
れており、前記圧力末端部は、末端のフレーム要素において、前記クランプ手段によって
、前記スタックに締め付けられていることを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項
に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項１３】
　前記圧力末端部は、それぞれ最初のセルもしくは最後のセルの電流導体と電気的に接続
されていることを特徴とする請求項１２に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項１４】
　前記圧力末端部は、各溝の高さにおいて通過開口部を有することを特徴とする請求項１
２または１３に記載の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項１５】
　前記貯蔵セルが蓄電池であり、前記蓄電池において、電気化学的反応、特にリチウムイ
オンが関与した反応が行われることを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載
の電気的エネルギー貯蔵装置。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか一項に記載の電気的エネルギー貯蔵装置において使用する
ために形成されているフレーム要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平型セルとフレーム要素とから成る電気的エネルギー貯蔵装置、ならびに、
当該電気的エネルギー貯蔵装置内で用いるためのフレーム要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平型かつ長方形の貯蔵要素の形態で電気的エネルギー貯蔵セルを構成することが知られ
ている。このような電気的エネルギー貯蔵セルは、例えばいわゆるパウチセルまたはコー
ヒーバッグセル、すなわち、平型かつ長方形に構成された電気的エネルギー貯蔵セル（バ
ッテリセル、蓄電池セル、コンデンサ等々）、特にガルバニセルである。当該ガルバニセ
ルの電気化学的活性部分は、ホイル状のカバーに包囲されており、当該カバーを、板状の
電気接続部（極）、いわゆる（電流）導体が通っている。さらに、複数の当該電気的エネ
ルギー貯蔵セルから成る電気的エネルギー貯蔵装置を構成することが知られている。当該
セルは、クランプ装置を用いて、ブロックを形成するように統合されている。セルの電気
的直列接続または並列接続は、伝導性接触要素を通じて行われる。当該接触要素は、隣接
するセルの対応する電流導体間に電気的接続を形成する。このとき、セルを、固定せずに
フレーム内で受容するか、またはクリップなどで互いに強く合わせて、スタック内（「セ
ルブロック」とも呼ばれる）に配置すること、および、セルの小幅面の上側に露出してい
る極を適切な手段で接続することが普及している。セルを接続するための接続手段の他に
、平衡（電荷補償）または温度測定のためにセルの電圧を測定するためのケーブルも、セ
ルからバッテリ電子機器に至るまで設置されている。それによって、余分な費用や空間が
必要となり、重量が増大する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、電気的エネルギー貯蔵装置の構成を、特に（それだけではないが）上
述した観点について改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本課題は、独立請求項の特徴によって解決される。本発明の有利なさらなる構成は、従
属請求項の対象である。
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【０００５】
　本発明に係る電気的エネルギー貯蔵装置は、
　向かい合う平型電流導体を有する、電気的エネルギーを貯蔵および放出するための、複
数の平型貯蔵セルと、
　貯蔵セルを保持するための複数のフレーム要素と、
　セルをフレーム要素と締め付けてスタックを形成するためのクランプ手段とを有してお
り、
　各貯蔵セルは、少なくとも１つの物理量、特に温度および／または電圧を測定するため
の測定要素もしくはセンサ要素を少なくとも１つ備えており、
　各測定要素もしくはセンサ要素には、測定データを伝達するためのケーブルが取り付け
られており、
　フレーム要素は、測定要素もしくはセンサ要素を受容するための第１の凹部と、第１の
凹部に接続された第２の凹部とを有しており、
　フレーム要素の第２の凹部は全体として、ケーブルを受容するための、少なくとも１つ
の、装置の長さに亘って延在している溝を形成する。
【０００６】
　本発明において、電気的エネルギー貯蔵装置として理解されるのは、電気的エネルギー
の放出も行うように設計され設置された装置であり、当該エネルギーは、１つまたは複数
の貯蔵セルにおいて貯蔵可能である。貯蔵セル自体は自明のことながら、電気的エネルギ
ーの放出も行うように設計され設置されている。本発明に係る貯蔵セルは、エネルギーの
電気的貯蔵を行うためのあらゆる種類の装置である。したがって、当該概念は特に、一次
電気化学的セルもしくはガルバニセル（いわゆるバッテリであり、一度貯蔵した化学的エ
ネルギーを電気化学的エネルギーを介して一度放出した後、消費されるもの）または二次
電気化学的セルもしくはガルバニセル（いわゆる蓄電池であり、電荷の供給によって、す
なわち電気的エネルギーの供給によって、電気化学的反応によって再充電可能であるもの
）を含むが、コンデンサなどのその他の形態のエネルギー貯蔵装置も含んでいる。本発明
に係る貯蔵セルは、特に活性部分を有していても良い。当該活性部分内部においては、電
気的エネルギーの充電プロセスおよび場合によっては変換プロセスが行われ、当該活性部
分は、例えばホイル状カバーによって、好ましくは気密かつ液密に包囲されている。この
とき、いわゆる電流導体が活性部分の内部から突出しており、当該電流導体は、カバーを
通ってセルの外側に向かって、当該部分と伝導的に接続されており、セルの活性部分同士
の接続またはセルの活性部分と電力消費機器との接続を可能にする。
【０００７】
　本発明において平型とは、１つの空間方向において、残りの２つの空間方向においてよ
りも少ない広がりを有するような幾何学形状であると理解される。本発明においてフレー
ム要素とは、例えば略角柱状の、好ましくは押出方向において平らな立体構造物であると
理解される。当該立体構造物は、径方向内側の領域において、径方向外側の領域よりも材
料強度が低くなる。特に角柱状の中空立体形状、すなわち径方向内側の領域に材料を有し
ていない立体形状も、当該立体構造物に含まれる。材料強度は、径方向外側の領域（本来
の意味でのフレーム）において略一定であっても良いが、略一定である必要はない。
【０００８】
　本発明において測定要素もしくはセンサ要素とは、物理量の受動的取得または能動的取
得のために設計および設置された任意の種類の装置であると理解される。当該装置は、測
定環境に接続されるか、もしくは測定環境に曝露された単なる導線端部に限定されるか、
または、測定データを処理するための電気および／または電子機器を備えていても良い。
当該測定要素もしくはセンサ要素は、信号および／または電荷を測定環境の方向において
、例えば電流導体に放出するように設計および設置され得る。すなわち、当該要素は、特
に作動要素としての機能も果たすことができる。当該測定要素もしくはセンサ要素は、測
定環境に接して、または測定環境内に固定手段を備えていても良い。
【０００９】
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　本発明においてケーブルとは、電流および／または信号を伝えるためのあらゆる装置で
あると理解される。例えば、導電体または光学導体またはその他の導体が考えられる。異
なる種類の複数の導体の組合せも当該概念に含まれる。
【００１０】
　本発明において凹部とは、材料がジオメトリの基本形状から除去される部分であると理
解される。このとき、例えば、ノッチ、空洞、ポケット、くぼみ、もしくはその他の空洞
、止まり穴もしくは貫通孔、または溝などが考えられる。本発明において溝とは、連続的
な、装置の長さに亘って全体として延在している凹部であると理解される。当該凹部を通
って、ケーブルが誘導され得る。本発明において装置の長さとは、略積層されたフレーム
要素によって決定された長さであると理解される。しかしながら、当該溝はさらに、例え
ば端面においてフレーム要素のスタックに載置された部材を通過して延在しても良い。ま
た、当該溝はそれぞれ、最後のフレーム要素の手前で終端することも可能であるが、これ
は、当該箇所に存在する測定要素もしくはセンサ要素が依然としてアクセス可能である限
りにおいてである。
【００１１】
　各貯蔵セルには、物理量、特に温度を測定するための測定要素もしくはセンサ要素が少
なくとも１つ取り付けられているので、貯蔵セルの正確な特徴のプロフィール、特に温度
プロフィールを作成することも可能である。これによって、例えば、個別に局所的な冷却
を行うことを通じて、特にセルスタックの温度バランスを正確かつ目標を定めて制御する
ことが可能になる。測定を例えば電圧を対象にする場合には、セルスタックの個別セル間
の電荷補償を適切に制御することも可能である。当該フレーム要素は、測定要素もしくは
センサ要素を受容するための第１の凹部を有しているので、当該測定要素もしくはセンサ
要素を省スペースに収容することも可能である。データケーブルは、例えば隙間容積など
を活用して、第２の凹部によって形成される溝を通って、目立たないように防護して誘導
され、また、フレーム要素から材料を除去するので、重量面でも影響が生じない。貯蔵セ
ルの電流導体は互いに向かい合っているので、貯蔵セルの許容される接続、直列および／
または並列接続も容易な方法で可能である。セルは、フレーム要素に締め付けられてスタ
ックを形成しているので、多数の平型貯蔵セルを、安定したブロック内に省スペースかつ
容易な方法で配置することも可能である。
【００１２】
　当該装置は、第２の凹部がフレーム要素の径方向外側の縁部に向かって開放されるよう
に構成しても良い。それによって、ケーブルの取り付け、保守、配置のために当該溝に外
側から容易にアクセスすることが可能になる。
【００１３】
　少なくとも１つの溝を密閉するために、クリップなどのシール装置が設けられている場
合、データケーブルは、溝が外側に向かって開放されている場合には、目立たないように
防護して誘導され得る。
【００１４】
　測定要素もしくはセンサ要素を取り付けるためには、それぞれ貯蔵セルの少なくとも１
つの電流導体が用いられる。ここでは、セル電圧のような電気量などを直接測定すること
が可能であり、温度などのその他の物理量は、電流導体を通じて、セル内部から良好に伝
達され、測定される。このとき、所定の関係において、取り付けるとは、少なくともスタ
ックが締め付けによって固定された状態において、径方向または軸方向への摺動を防止す
るように置くことであると理解される。このとき、当該取り付けは、締め付け、貼付、リ
ベット留め、はんだ付けなどによって、特に解除可能または解除不可能に実施され得る。
【００１５】
　セルの電流導体が、それぞれフレーム要素の間で、クランプ手段を用いて、摩擦接続に
よって締め付けられている場合には、隣接するセルとの間の所定の間隔も維持され得る。
当該間隔は、セルの電気化学的活性部分にクランプ力が及ばないように調整され得る。こ
のことは、セルの機能確実性および耐久性に関して利点をもたらす。さらに、セルの平ら
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な面は、例えば低温での開始時に、熱を熱伝導媒体に放出するか、場合によっては当該熱
伝導媒体から熱を受容することもできる。冷却剤の個別導入などの適切な手段によって、
隣接するセルとの間の各隙間における温度は、個別に制御可能である。このとき、フレー
ム要素間における貯蔵セルの電流導体への締め付けは、電流導体が向かい合って配置され
ることによって容易になっている。それによって、ブロック内において、貯蔵セルを確実
に、動かないように安定して固定することも容易になる。
【００１６】
　末端のフレーム要素上でクランプ手段によってスタックに締め付けられている、それぞ
れの圧力末端部が、各溝の高さにおいて通過開口部を有する場合、当該ケーブルは、特に
容易にスタックから外に向かって誘導され得る。本発明において圧力末端部とは、クラン
プ手段によって加えられる締め付け力を受容し、例えば圧縮力として、末端のフレーム要
素を通じて、スタック内に誘導するように設計され設置されている部材であると理解され
る。このとき、当該圧力末端部が、局所的に生じる場合もあるクランプ手段の締め付け力
を、均等に分割し、圧縮力としてフレーム要素内に誘導すると有利である。
【００１７】
　本発明は、温度バランスが敏感なので、特に有利にはリチウムイオン蓄電池に適用可能
である。本発明においてリチウムイオン蓄電池とは、ガルバニセル、特に二次セルを有す
る電気的エネルギー貯蔵装置であると理解される。当該セルにおいては、起電力が、正極
と負極との間におけるリチウムイオンの移動によって発生する。平型のリチウムイオン蓄
電池セルの場合は、正極、負極、および電解質が、例えば層状にホイルスタック内に存在
する。層の順序またはその部分は、一回または複数回繰り返しても良い。正極の層（ホイ
ル）は第１の電流導体と結合されており、負極の層（ホイル）は第２の電流導体と結合さ
れており、電解質のホイルは障壁層として用いられる。
【００１８】
　本発明は、上述したような電気的エネルギー貯蔵装置内で用いるために構成されたフレ
ーム要素にも関する。
【００１９】
　本発明の前記およびさらなる特徴、課題、および利点は、添付された図を用いて作成さ
れた以下の説明からより明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施例としてのセルブロックの斜視図である。
【図２】図１のセルブロックのフレーム要素の斜視図である。
【図３】図２のフレーム要素と貯蔵セルとを示す図である。
【図４】図１のセルアセンブリの分解斜視図である。
【図５】図１のセルブロックの測定要素もしくはセンサ要素および供給ラインを有し、フ
レームおよびクランプ装置を有さないセルアセンブリを示す図である。
【図６】図１のセルブロックを、２つの隣接する貯蔵セルの間の面で切断し、端面を見た
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図中の描写は概略的であり、本発明の理解に重要な特徴の再現に限定されていることに
注意が必要である。また、図中に再現された寸法および大きさの比率は、描写を明瞭にす
るためのものであるにすぎず、限定的に理解されるべきものではない。
【００２２】
　本発明の実施例は、図１から図６を用いて説明される。
【実施例１】
【００２３】
　図１は、本発明の一実施例としてのセルブロックの斜視図である。
【００２４】
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　図１の斜視全体図によると、セルブロック１は、複数の貯蔵セル２（ガルバニセル、蓄
電池セルなど。図１では１つのみが見えている）と、複数の中間フレーム４と、２つの末
端フレーム６と、２つのグランドシール（Ｄｒｕｃｋｂｒｉｌｌｅ）８と、両側に載置さ
れたナット１２を備えた４つのタイロッド１０と、を有する。両方の末端フレーム４の内
１つの末端フレームと、中間フレーム６と、両方の末端フレーム４の内第２の末端フレー
ムとは、この順序でブロックを形成しており、当該ブロックは末端に配置されたグランド
シール８を介して、タイロッド１０およびナット１２を用いて一体化される。グランドシ
ール８は窓１４を有しており、フレーム状に形成されている。貯蔵セル２は、以下により
詳細に説明するように、積層されたフレーム４、６によって形成された構造の内部に存在
している。
【００２５】
　まず、２つの供給溝１６が言及される。当該供給溝はそれぞれ、中間フレームおよび末
端フレーム４、６から形成されたブロックの上面において、左と右とに形成されている。
供給溝１６内には低圧ケーブル１８が延在しており、当該低圧ケーブルは、前面のグラン
ドシール８内の開口部２０を通って外部に誘導されている。
【００２６】
　図２は、図１のブロックの中間フレーム４の内１つを単独で示した図である。
【００２７】
　中間フレーム４は、直方体の輪郭を有しており、２つの平らな面と、周囲を取り巻く４
つの小幅面とを備えている。平らな面の垂線は、図１のセルブロックにおけるフレームの
積層方向に一致する。中心には窓状の開口部が形成されているので、残された辺はフレー
ムを形成する。中間フレームの側方の垂直な辺には、前方および後方に押圧面２２が形成
されている。
【００２８】
　上側の小幅面から、左と右とに、それぞれノッチ２４が、垂直辺内を下方に向かって延
在している。ノッチ２４の延長部分には、それぞれ押圧面内にポケット形のくぼみ２６が
形成されている。右の垂直辺では、くぼみが前面に形成されており、左の垂直辺では、く
ぼみが背面に形成されていることに注意が必要である。
【００２９】
　複数の垂直辺の内の１つには、２つの貫通孔２８が形成されており、当該貫通孔は押圧
面２２を積層方向において接続している。複数の垂直辺の内のもう１つにおける、２つの
さらなる、詳細には図示されていない貫通孔は、貫通孔２８よりも大きな直径を有してお
り、当該貫通孔には、それぞれスリーブ３０がはめ込まれている。スリーブ３０は、導電
性に優れた材料から製造されており、当該辺の押圧面２２間のフィードスルーに用いられ
る。
【００３０】
　中間フレーム４に関する説明は、末端フレーム６にも相応に有効である。当該末端フレ
ームの場合は、セルに対向する側にのみ、くぼみ２６が形成されている。
【００３１】
　図３には、図２の中間フレーム４が、貯蔵セル２と共に示されている。
【００３２】
　図３の描写によると、貯蔵セル２は、いわゆる平型セルまたはパウチセルとして構成さ
れ、向かい合う平らな電流導体を有する。より詳細に言えば、各貯蔵セル２は、活性部分
３２と、シール接合部（周縁領域）３４と、２つの電流導体３６とを有している。活性部
分３２内では、電気的エネルギーを貯蔵および放出するための電気化学的反応が生じてい
る。基本的には、貯蔵セルを構成するためには、あらゆる種類の電気化学的反応が利用可
能である。しかしながら、この説明は、特にリチウムイオン蓄電池に関係して行われる。
リチウムイオン蓄電池は、機械的安定性および熱バランスに関する要求、ならびに経済的
意義ゆえに、本発明が特に良好に適用できるからである。活性部分３２は２つのホイル（
詳細には図示されていない）によってサンドイッチ状に囲まれており、ホイルの張り出し
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た縁は、互いに気密かつ液密に溶接され、いわゆるシール接合部３４を形成している。貯
蔵セル２の２つの向かい合う小幅面からは、電流導体３６が、正極（＋）および負極（－
）として突出している。
【００３３】
　電流導体３６は、それぞれ２つの孔３８（以下「端子孔」と称する）を有しており、当
該孔は、中間フレーム４内の貫通孔２８およびスリーブ３０と整列している。端子孔３８
の直径は、貫通孔２８の直径およびスリーブ３０の内径に等しい。
【００３４】
　右の電流導体３６の背面には、センサ要素４０が取り付けられており、当該センサ要素
は、そのボディが、中間フレーム４のくぼみ２６に収容されている。センサ要素４０は、
その接続端部に出力信号を送るために、温度および電圧に応じて、電流導体３６に設置さ
れている。好ましくは、センサ要素４０は、電圧および／または信号を受容するために、
温度などのさらなる物理量に応じて設置されている。さらに、その接続端部を通じて、低
圧電流を受け取り、導体３６に放出するための、またはその逆のためのセンサ要素が設置
されている。それゆえ、詳細には図示されていない制御装置を通じて、電荷がセル２に供
給されるか、またはセルから取り出され、セルブロック１の内部で、セル２間の電荷補償
がもたらされる。さらに、当該制御装置内では、センサ要素４０の出力信号が評価され、
例えば、局所的な個別の温度バランスが、熱工学の適切な手段によって実現する。
【００３５】
　図４は、図１のセルブロック１を部分的に分解した斜視図である。すなわち、ナット１
２は取り外されており、観察者に対向する側において、グランドシール８、末端フレーム
４、貯蔵セル２、および中間フレーム６が、タイロッド１０から引き抜かれている。
【００３６】
　図中では、どのようにして貯蔵セル２が、フレーム４、６の押圧面２２間でサンドイッ
チ状に受容されており、タイロッド１０を通じて締め付けられるかが明らかにされている
。タイロッド１０は、互いに位置合わせされた貫通孔２８、スリーブ３０、端子孔３８、
およびグランドシール８内に形成された中央部４２を貫通して延在している。ナット１２
をタイロッド１０に締め付けるとき、セルブロック１全体が締め付けられ、貯蔵セル２は
、フレーム４、６もしくはフレーム４、４の間で固く保持される。
【００３７】
　フレーム４、６はスタック内に配置されているので、スリーブ３０は、スタックの側面
において交互に位置している。図５では、センサ要素４０および供給ライン１８を有し、
フレーム４、６およびクランプ装置１０、１２を有さない、セルスタック１内のセルアセ
ンブリが図示されているが、その描写によると、さらに、貯蔵セル２が積層方向において
、極の位置が交互になっている電流導体３６と共に配置されている。すなわち、隣接する
貯蔵セル３６では、つねに極性の異なる電流導体３６が向かい合っている。また、スリー
ブ３０は、スタック内でクランプ要素１０、１２によって、向かい合う電流導体３６に対
して押圧され、当該電流導体間に導電性接続を形成する。このようにして、スタック内に
おいて連続的に、極性の異なる電流導体３６が互いに接続され、貯蔵セル２の直列接続が
実現する。
【００３８】
　末端フレーム６内のスリーブ３０を通じて、最初のセル２および最後のセル２の電流導
体３６がそれぞれ、最初のグランドシール８もしくは最後のグランドシール８と接続され
ている。グランドシール８は伝導性材料から形成されており、したがって、セルブロック
１の極である。
【００３９】
　タイロッド１０は、コーティングまたは絶縁性材料から成る、切れ目のないスリーブな
どの適切な手段によって、伝導性を有する、もしくは電位を有する部分、つまり電流導体
３６、グランドシール８、および接触スリーブ３０に対して電気的に絶縁されており、そ
れによって、短絡が効果的に回避される。さらに、タイロッド１０と、タイロッド１０が
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貫通する部材との間には、間隔を設けても良い。図では詳細に示されていないが、フレー
ム４、６と、グランドシール８と、貯蔵セル２とは、径方向に決定された位置において保
持される。センタリングのための適切な手段は、固定ピン、または積層された部材のジオ
メトリを適切に調整して当該部材を成形することである。やはり図には詳細には示されて
いないが、ナット１２のグランドシール８に対する適切な絶縁も行われる。これは、例え
ば絶縁プレートまたはネックブッシュなどによって行われる。ネックブッシュの円柱部分
は、各グランドシール８の中央部４２に突出している。
【００４０】
　図５には、貯蔵セル２の正の電流導体３６（＋）にそれぞれ取り付けられたセンサ要素
４０が、積層方向において、側面に交互に配置されていることが示されている。供給ライ
ンもしくは低圧ケーブル１８の２つの束は、それぞれセンサ要素４０の接続端部に接続さ
れており、フレーム４、６のノッチ２４の接続によって形成される供給溝１６（図１、図
４を参照）を通って、前方のグランドシール８の開口部２０を通過して、外に向かって、
詳細には図示されていない制御装置まで延在している。
【００４１】
　最後に図６は、図１のセルブロックを、２つの隣接する貯蔵セルの間の面で切断し、端
面を見た図である。図６では、セルスタックの端面から見た、センサ要素４０（上側の接
続端部のみが見える）と、ノッチ２４によって形成された供給溝１６内の供給ライン１８
との位置が示されている。
【００４２】
　電気的エネルギー貯蔵装置の少なくとも１つの実施例をこれまでに説明した。本発明に
係る当該装置は、向かい合う平型電流導体を有する、電気的エネルギーを貯蔵および放出
するための、複数の平型貯蔵セルと、貯蔵セルを保持するための複数のフレーム要素と、
セルをフレーム要素と締め付けてスタックを形成するためのクランプ手段とを有しており
、各貯蔵セルは、少なくとも１つの物理量、特に温度および／または電圧を測定するため
の測定要素もしくはセンサ要素を少なくとも１つ備えており、各測定要素もしくはセンサ
要素には、測定データを伝達するためのケーブルが取り付けられており、フレーム要素は
、測定要素もしくはセンサ要素を受容するための第１の凹部と、第１の凹部に接続された
第２の凹部とを有しており、フレーム要素の第２の凹部は全体として、ケーブルを受容す
るための、少なくとも１つの、装置の長さに亘って延在している溝を形成する。
【００４３】
　セルブロック１は、本発明に係る電気的エネルギー貯蔵装置である。末端フレーム４お
よび中間フレーム６は、本発明に係るフレーム要素の例である。タイロッド１０およびナ
ット１２は、本発明に係るクランプ手段の例である。グランドシール８は、本発明に係る
圧力末端部の例である。センサ要素４０は、本発明に係る測定要素もしくはセンサ要素の
例である。くぼみ２６は、本発明に係る第１の凹部の例であり、ノッチ２４は本発明に係
る第２の凹部の例である。供給溝１６は、本発明に係る溝の例である。開口部２０は、本
発明に係る通過開口部の例である。低圧ケーブル１８は、本発明に係るケーブルの例であ
る。
【００４４】
　これまでに、具体的な実施例を基に、本発明の主要な特徴を説明したが、本発明は当該
実施例に限定されるものではなく、請求項によって規定される程度および範囲において変
更を加えること、および拡大することが可能である。
【００４５】
　図示された貯蔵セル２の直列接続は、実際の場では特に重要である。しかしながら、並
列接続、または並列接続と直列接続との組合せも、セル２および接触スリーブ３０を中間
フレーム４内に適切に配置することによって実現可能である。
【００４６】
　セルブロック内部で、もしくはスペーサ要素に対して、セル２を径方向にセンタリング
するためのセンタリング装置を設けても良い。このようなセンタリング装置は、スペーサ
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によって実現される。
【００４７】
　一変型例では、測定および制御の精度を向上させるために、測定要素もしくはセンサ要
素４０が各電流導体３８に取り付けられている。電流導体３８への測定要素もしくはセン
サ要素４０の取り付けは、典型的な可能性である。しかしながら、構成上または機能上の
利点が得られる限りにおいて、当該要素をセルの任意の場所に取り付けることも可能であ
る。
【００４８】
　さらなる変型例では、測定要素もしくはセンサ要素が、それぞれリベットとして形成さ
れ、当該リベットによって、測定ケーブルがケーブルエンドシュー（Ｋａｂｅｌｅｎｄｓ
ｃｈｕｈｅ）を介して固定されている。
【００４９】
　さらなる変型例では、各面において２つより多くのタイロッドが用いられる。
【００５０】
　最後の変型例では、セルブロックを締め付けるために、タイロッドの代わりに締め付け
ベルトが用いられる。
【符号の説明】
【００５１】
　　１　セルブロック
　　２　貯蔵セル
　　４　中間フレーム
　　６　末端フレーム
　　８　グランドシール
　　１０　タイロッド
　　１２　ナット
　　１４　８内の窓
　　１６　供給溝
　　１８　低圧ケーブル
　　２０　８内の開口部
　　２２　押圧面
　　２４　ノッチ
　　２６　くぼみ
　　２８　２２内の貫通孔
　　３０　接触スリーブ
　　３２　２の活性部分
　　３４　２のシール接合部
　　３６　２の電流導体（（＋）および（－））
　　３８　１４内の端子孔
　　４０　センサ要素もしくは測定要素
　　４２　８内の中央部
　当該参照符号リストは明細書の一部であることを明記しておく。
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